
 

議案第 87号 

                                    

   群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に 

係る共同処理の取りやめに伴う財産処分に関する協議について 

                                    

 群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に係る共同

処理の取りやめに伴う財産処分について、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)

第 289条の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間に

おいて協議の上定めることについて、同法第 290条の規定により、議会の議決

を求める。 

                                    

令和 7年 11月 28日提出 

                                    

                     桐生市長 荒 木 恵 司     



   群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に 

係る共同処理の取りやめに伴う財産処分に関する協議書 

 

 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 289条の規定により、群馬県市町村総

合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に係る共同処理の取りやめに

伴う財産処分について協議する。 

 

記 

 

1 令和 8 年 3 月 31 日現在の群馬県市町村総合事務組合自然災害救助基金(以

下「基金」という。)は、災害弔慰金の支給等に関する事務の共同処理団体

(同日現在における群馬県市町村総合事務組合規約別表第 2 の 4 の右欄に掲

げる地方公共団体をいう。以下「共同処理団体」という。)に還付する。 

 

2 各共同処理団体への還付金額については、基金の令和 8年 3月 31日現在の

額を各共同処理団体の人口(令和 2 年に官報で告示された国勢調査の結果に

よる人口をいう。以下同じ。)の合計で除した額(小数点第 3 位以下切り捨

て)に、各共同処理団体の人口を乗じた額(円未満四捨五入)とする。 

 

3 上記の 2で還付した結果、基金の額に剰余金が生じた場合は、群馬県市町 

 村総合事務組合一般会計口座に収納する。 



議 案 説 明 

 

議案第 87号 群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務

に係る共同処理の取りやめに伴う財産処分に関する協議につい

て 

                                    

 群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に係る共同

処理の取りやめに伴う財産処分について、同処分に関する協議の依頼がありま

したので、地方自治法第 290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 


